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手続きの流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①（事前準備）書類を準備 

・記載事項を変更する免状の原本 

・（郵送で受け取る場合は）350 円分の切手を貼った返信用封筒 

②利用者登録をおこなう P4-8 

電子申請サービスのページからメールアドレスを登録

する。 

④仮受付完了メールを受信 P16 

メールソフトを開き、「仮受付完了メール」を受信、郵

送する書類を確認 

⑤受理通知メールを受信 P19 

メールソフトを開き、「受理通知メール」

の受信を確認 

③申請内容を入力し、申し込む P9-15 

電子申請サービスのページで申請内容を入力し申込む。 

書類の送付 P17-18 

免状の受取方法により、送付する書類が異
なります。 

記載事項を変更した免状を受け取る P20 

郵送か来所で記載事項を変更した免状を受け取る。 
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１ 千葉県ホームページを開き「手続き申込」のページへ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１－１ 千葉県ホームページ 狩猟免状・狩猟者登録証の変更・再交付・亡失及び狩猟者記

章の再交付・亡失についてを開く。 

リンク：https://www.pref.chiba.lg.jp/shizen/tetsuzuki/syuryo/menjo-touroku.html 

 １－２ 2 記載事項変更届出の狩猟免状の電子申請サービスのリンクをクリック 

クリック 

350 

https://www.pref.chiba.lg.jp/shizen/tetsuzuki/syuryo/menjo-touroku.html
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２ 利用者登録をおこなう 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２－１ 「利用者登録される方はこちら」をクリックしてください。 

 

※既に利用者登録をしてある場合には、「既に利用者登録がお済みの方」から ID とパ

スワードを入力して 2-8 に進んでください。 

２－２ 「利用者登録説明」を読んで「同意する」をクリックしてください。 

 

クリック 

クリック 
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２－３ 「利用者 ID 入力」に必要情報を入力してください。 

 

２－４ ご自身のパソコンやスマートフォンで受信したメールに記載されているＵＲＬに 

アクセスします。 

 

※URL にアクセスすると電子申請サービスの「利用者登録」画面に移ります。 

クリック 



6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２－５ 「利用者登録」にご自身の情報を入力して、「確認へ進む」をクリックしてください。 

クリック 
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２－６ 「利用者登録確認」で入力した内容を確認のうえ「登録する」をクリックしてください。 

２－７ 「利用者ログイン」に登録した ID・パスワードを入力して「ログイン」をクリックしてく

ださい。 

クリック 

クリック 
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２－８ 「手続き説明」を読み、「同意する」をクリックして申請内容の入力に進んでください。 

クリック 

350 
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３ 申請内容を入力する 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３－１ 申込画面の４つのタブを確認し、順番に入力をおこなう。 

※届出者の情報には、変更後の住所や氏名を入力してください。 

※「必須」項目は必ず入力してください。 

 

※氏名の漢字や表記について補足がある

場合に入力してください。 
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※変更前の氏名の漢字や表記について補

足がある場合には入力してください。 

 

※住民票の写しに記載されている「転入

した日」や「住民となった日」等を入力

してください。 
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※記載事項を変更する免許の情報を免許の

種類ごとに記入してください。 

【記入する内容】 

・免許を与えた都道府県知事 

・免状番号 

・交付年月日 
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※記載事項の変更（前後の住所や氏名）が

確認できる書類を PDF や jpeg 等で添付し

てください。 

（例）住民票の写し、住所変更済の運転免

許証（両面）、住所変更済のマイナンバー

カード（表面のみ） 

 

クリック 

クリックして、ファイルを添付すると、

ファイル名が表示されます。 
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４ 申請内容を確認する 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

申請者情報や免状の情報等が正

しいか確認してください。 

添付ファイル名が表示されてい

ることを確認してください。 

入力した情報を申請書の形式でダ

ウンロードすることができます。

（手続きが完了するまで保存して

おくことをお勧めします。） 
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５ 申請完了を確認する 
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６ 申込完了メールを確認する 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ご自身のパソコンやスマートフォンで申込完了メールを受信していることを確認してください。 

 
※ このメールは、申込が完了すると自動的に送信されます。申請内容の審査が終了したこ

とを知らせるメールではありませんのでご注意ください。 

 

申込内容等を再度確認して

ください。 

整理番号とパスワードは申込

内容の照会に使用しますので

メモをとるか、メールを保存

しておいてください。 
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７ 仮受付完了メールを確認する 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ご自身のパソコンやスマートフォンで仮受付完了メールを受信していることを確認してください。 

 

 

※ このメールは、電子申請サービスで入力いただいた内容や添付していただいたファイル

の審査が終了したことをお知らせするメールです。メールを確認後、必要書類の送付が

必要な場合には対応をお願いします。 

 

郵送が必要な書類を確認して

ください。 

350 
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８ 必要書類を郵送する 

 

申請内容 必要書類 

免状記載事項変更届出 
免状を来所で受け取る場合 

記載事項を変更する免状原本 

 

免状を郵送で受け取る場合 

記載事項を変更する免状原本及び 

350 円分の切手を貼った封筒を郵送 

 

 

 

住所地 住所を管轄する県機関 郵送先 

千葉市、市原市 自然保護課 〒260-8667 

千葉市中央区市場町 1-1  

南庁舎 1 階 

市川市、船橋市、習志野市、

八千代市、浦安市 

葛南地域振興事務所 〒273-8560 

船橋市本町 1-3-1 

（フェイスビル 7 階） 

松戸市、野田市、柏市、流山

市、我孫子市、鎌ケ谷市 

東葛飾地域振興事務所 〒271-8560 

松戸市小根本 7 

成田市、佐倉市、四街道市、

八街市、印西市、白井市、富

里市、印旛郡 

印旛地域振興事務所 〒285-8503 

佐倉市鏑木仲田町 8-1 

香取市、香取郡 香取地域振興事務所 〒287-8502 

香取市佐原イ 92-11 

 

免状の受取方法により以下の書類を 3 日以内に送付してください。 

 

・郵送先 

※免状記載事項変更届出の場合には、転居先の住所を管轄する県機関まで郵送してください。 
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銚子市、旭市、匝瑳市 

 

海匝地域振興事務所 〒289-2504 

旭市ニ 1997-1 

東金市、山武市、大網白里

市、山武郡 

山武地域振興事務所 〒283-0006 

東金市東新宿 1-11 

茂原市、長生郡 長生地域振興事務所 〒297-8533 

茂原市茂原 1102-1 

勝浦市、いすみ市、夷隅郡 夷隅地域振興事務所 〒298-0212 

夷隅郡大多喜町猿稲 472-2 

館山市、鴨川市、南房総市、

安房郡 

安房地域振興事務所 〒294-0045 

館山市北条 402-1 

木更津市、君津市、富津市、

袖ケ浦市 

君津地域振興事務所 〒292-8520 

木更津市貝渕 3-13-34 
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９ 受理通知メールを確認する 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ご自身のパソコンやスマートフォンで受理通知メールを受信していることを確認してください。 

 

 

※ このメールは、郵送いただいた書類の確認等が完了し、免状の送付準備ができた段階で

送付します。 

 

350 
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１０ 記載事項を変更した免状を受け取る 

 

来所の場合・・・住所を管轄する県機関に電話予約のうえ、来所して免状を受け取ってください。 

郵送の場合・・・郵送により免状を受け取ってください。  


